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【介護老人保健施設の理念と役割】 

 介護老人保健施設は、利用者の尊厳を守り、安全に配慮しながら、生活機能の維持・向上を目指し総合的に援助します。また、家族や

地域の人びと・機関と協力し、安心して自立した在宅生活が続けられるよう支援します。 

１．包括的ケアサービス施設 

 利用者の意思を尊重し、望ましい在宅または施設生活が過ごせるようチームで支援します。そのため、利用者に応じた目標と支援計画

を立て、必要な医療、看護や介護、リハビリテーションを提供します。 

２．リハビリテーション施設 

 体力や基本動作能力の獲得、活動や参加の促進、家庭環境の調整など生活機能向上を目的に、集中的な維持期リハビリテーションを行

います。 

３．在宅復帰施設 

 脳卒中、廃用症候群、認知症等による個々の状態像に応じて、多職種からなるチームケアを行い、早期の在宅復帰に努めます。 

４．在宅生活支援施設 

 自立した在宅生活が継続できるよう、介護予防に努め、入所や通所・訪問リハビリテーションなどのサービスを提供すると共に、他サ

ービス機関と連携して総合的に支援し、家族の介護負担の軽減に努めます。 

５．地域に根ざした施設 

 家族や地域住民と交流し情報提供を行い、様々なケアの相談に対応します。市町村自治体や各種事業者、保健・医療・福祉機関などと

連携し、地域と一体となったケアを積極的に担います。また、評価・情報公開を積極的に行い、サービスの向上に努めます。 

２階 介護 山崎 晴美 

 雨の日は増え、じめじめとした暑い日が続

いています。 

 そんな中 6月 23日に合同外出で赤田のバラ

園へ行きました。 

 当日はあいにくの小雨でしたが、参加者皆

様の希望もあり傘をさして園内を周りました。

参加された方々はきれいに咲いたバラを見て、

とても喜んでいらっしゃいました。 

 帰りの車内も、話は弾み笑顔が絶えません

でした。 

 

 

 

 

３階 介護 小番 健二 

 今年も 1 階の芝生前で園芸活動を行い、利

用者の皆様とマリーゴールドや一日草、ミニ

トマトなどを植えました。 

参加された方々は、久しぶりの土仕事に｢楽

しかった｣｢生長が楽しみだ｣と話されていま

した。 
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 毎日 2階と 3階の利用者様が日替わりで花

壇やプランターの水やりを行っております。

ご家族の皆様も来所された際に、生長をご覧

下さい。 

 

 

３階 看護 上山 昌子 

 梅雨に入り、昼夜の気温差が気になる季節

となりました。 

 世間では、毎日新型コロナウイルスのニュ

ースが聞かれています。当施設でも消毒など

の感染予防を徹底していますが、これからの

時期は更に気温や湿度の上昇による熱中症

や食中毒にも注意が必要となります。 

今後も利用者皆様が体調を崩されること

のないよう、支援していきたいと思います。

ご家族の皆様もご自愛下さい。 

 

【夏祭り開催中止のお知らせ】 

新型コロナウイルス感染防止の為、昨年に

引き続き今年も「しょうわ」夏祭り～家族・

地域交流会～を中止させていただきます。 

また 8 月 18 日(水)12：30～15：00 の間、

施設行事に伴い職員が手薄となる為、スムー

ズな面会への対応が行えない可能性があり

ます。 

そのため、ご家族の皆様には、この時間帯

の面会をお避けいただきますよう、ご協力を

お願い致します。なお、洗濯物の受け渡しは 

可能です。 

ご理解とご協力をお願い申し上げます。 

 

【お知らせ】 

介護保険負担限度額認定証の手続きについ

て、対象となる方には先月下旬に申請書類を

お送りしております。手続きがまだの方は、

忘れずに手続き下さいますようお願い致しま

す。 

また下記の保険証類で更新されたものが 7

月中旬頃ご自宅に届きますので、事務窓口ま

でお持ちいただきますようお願い致します。 

① 介護保険負担割合証 

② 後期高齢者医療被保険者証 

③ 福祉医療費受給者証 

④ 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額認

定証 

⑤ 国民健康保険限度額適用・標準負担額認定

証 

 
【オンライン面会のお知らせ】 

利用者様の状況をおわかりいただけるよう、

タブレット端末をご利用しての「オンライン

面会」を実施致しております。 

※県外からお越しの方は、オンラインでの

面会もご遠慮いただいております。 

○タブレットによる面会時間  

10時～16時（休日も可） 

※12時 30分～13時 30分の間は、通所の利用

者様が休憩されている為、面会をご遠慮いた

だいております。 

また面会時間は 5 分以内とさせていただき

ます。面会時間が重なりますとお待ちいただ

く場合がございます。 

〇お問い合わせ先 

介護老人保健施設「しょうわ」 

0184-23-7100（代） 


